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ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
を
取
り
巻
く
深
刻
な
問
題
へ
の
対
応
を
求
め
る
意
見
書 

 
 

国
の
物
流
を
支
え
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
の
利
用
の
拡
大
に
よ
る

消
費
者
動
向
の
変
化
に
よ
る
需
要
増
や
、
物
価
の
高
騰
、
人
手
不
足
な
ど
、
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。 

ま
た
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
全
産
業
と
比
べ
て
賃
金
が
低
く
、
長
時
間
労
働
や
不
規
則
な
勤
務
が

常
態
化
し
て
お
り
、
厳
し
い
労
働
環
境
が
人
手
不
足
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
４
月
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ

イ
バ
ー
の
労
働
時
間
の
基
準
が
改
正
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
体
制
で
の
長
距
離
輸
送
が
困

難
と
な
り
、
労
働
環
境
の
整
備
や
、
人
材
確
保
、
業
務
効
率
の
向
上
な
ど
、
早
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
課
題
を
多
く
抱
え
て
い
る
。 

県
で
は
、
人
材
確
保
に
向
け
て
は
、
処
遇
改
善
を
進
め
る
た
め
の
経
営
力
強
化
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
荷
主
と
の
価
格
交
渉
に
臨
む
事
業
者
へ
の
支
援
や
、
政
労
使
会
議
を
通
じ
て
運
賃
転
嫁
の
促
進
を
サ
ポ

ー
ト
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
大
型
免
許
等
の
取
得
費
用
や
就
労
環
境
の
快
適
化
に
繋
が
る
整
備

に
対
す
る
助
成
に
よ
り
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
確
保
を
後
押
し
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
然
と

し
て
低
調
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
持
続
可
能
な
経
営
を
維
持
で
き
る

よ
う
、
次
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。 

一 

標
準
的
運
賃
に
基
づ
く
適
正
な
運
賃
及
び
料
金
の
収
受
の
確
保
に
向
け
て
更
な
る
働
き
か
け
を
行
う

と
と
も
に
、
今
後
標
準
的
運
賃
に
代
わ
り
導
入
さ
れ
る
適
正
原
価
に
つ
い
て
、
早
期
の
導
入
と
荷
主
企
業

等
に
対
し
て
の
理
解
促
進
を
進
め
る
こ
と
。 

二 

改
正
物
流
効
率
化
法
及
び
改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
並
び
に
下
請
法
の
改
正
に
よ
る
規
制
的
措

置
を
は
じ
め
と
し
た
改
正
内
容
を
荷
主
企
業
等
に
対
し
て
周
知
徹
底
す
る
こ
と
で
、
積
載
効
率
の
向
上
や

荷
役
時
間
の
削
減
、
商
慣
行
の
見
直
し
等
を
進
め
る
こ
と
。 

三 

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
環
境
の
改
善
を
促
進
し
、
運
送
業
界
の
人
材
確
保
を
図
る
こ
と
。 

四 

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
活
用
で
き
る
重
点
支
援
地
方
交
付
金
に
よ
る
自
治
体
へ
の
支
援
を
継
続
・
拡
充

す
る
こ
と
。 

五 

運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
は
、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
公
共
性
に
配
慮
し
、
輸
送
力
確
保
や
コ
ス
ト
抑

制
を
目
的
に
創
設
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
安
全
対
策
、
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
を
は
じ
め
と
し
た
環
境
対
策
な
ど
に

活
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、
今
後
も
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
公
共
輸
送
機
関
と
し
て
の
役
割
や
、
ド
ラ
イ

バ
ー
の
労
働
環
境
整
備
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
交
付
金
を
継
続
す
る
こ
と
。 

六 

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
環
境
の
改
善
に
向
け
、
物
流
の
効
率
化
や
交
通
事
故
の
抑
止
等
が
図
ら

れ
る
よ
う
、
道
路
交
通
網
を
整
備
促
進
す
る
こ
と
。 

七 

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
適
切
に
休
憩
・
休
息
が
で
き
る
よ
う
、
高
速
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
や
道

の
駅
な
ど
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
「
大
型
車
マ
ス
」
や
「
ト
レ
ー
ラ
ー
用
特
大
車
マ
ス
」
の
整
備
・

拡
充
を
図
る
こ
と
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 
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